
ブライダル業界の守護神たれ。 



本日の最新ブライダル法務情報 

 １． 超速報「成人年齢引き下げ」 

 ２． 「音楽著作権」第２ステージへ 

 ３． BRIGHTからのご案内 



１．超速報「成人年齢引き下げ」 



民法が改正されます。（2022年４月） 

 ① 「成年年齢」が20歳から18歳へ 

 ② 「婚姻可能年齢」が男女とも 
   18歳で統一へ 

 ⇒ ここで「未成年」との取引に 
   ついて整理しておきましょう。 



民法は未成年者を徹底して「保護」 

 したがって・・・ 
 新郎新婦の双方または一方が 
 「未成年」の場合には・・・ 
親御さんの「同意」がないと心配！ 

第５条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同 
     意を得なければならない。（後略） 
   ２ 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 



民法は未成年者を徹底して「保護」 

 ただし、以下の場合は例外 

① すでに入籍している場合 
② 成年だと偽っていた場合 

第５条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同 
     意を得なければならない。（後略） 
   ２ 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 



 ① 「成年年齢」が20歳から18歳へ 

 ② 「婚姻可能年齢」が男女とも 
   18歳で統一へ 

 ⇒ 2022年４月以降は 
   「未成年」との取引は激減する。 

 ⇒ ただし「ゼロ」ではないので、 
   これを機に対策を完璧に！ 



２． 「音楽著作権」第２ステージへ 



7/10 JASRAC訴訟が和解へ 



Q4 今回は、複製行為者である製作事業者に対

する訴えとなっていますが、婚礼施設に責任はな
いのでしょうか？  
 
A4 婚礼施設による製作事業者の複製行為への

協力や、複製行為による経済的な利益の獲得が
あるなど、その複製行為に深く関与している場合
には、婚礼施設側も法的な責任を負うことがある
と考えられます。  

 ⇒ 今後は会場こそが要注意！ 



３．BRIGHTからのお知らせ 



12 本日は特価１０００円にて販売中 



『約款ムービー説明』ＰＪ始動！ 

動画で一律の説明 
「聞いてない」言わせない 

イラスト用いて 
分かりやすく 

プランナーは 
ボタン１つで別仕事 

お客様満足×業務改善×トラブル予防 




